
令和　　年　　月　 日

岐阜県知事　様
企業・団体名
 (
留意事項：年休取得義務違反、
36
協定違反がある場合は、認定不可となります。
)代表者職氏名



関係法令の遵守状況について


　　　見出しのことに関する状況については、下記のとおりです。

記

（１）下記について、エクセレント企業認定申請日以前の１年間の状況についてお答えください。

１　労働基準法第３２条及び第３６条第６項（第２号及び第３号に係る部分に限る。）に基づく労働時間の基準を超えて労働している労働者がいましたか。
· いません。
· いました。

（２）下記について、エクセレント企業認定申請日以前の２年間の状況についてお答えください。

　　１　労働保険料徴収法に定められた労働保険料を滞納していませんか。
· 滞納していません。
· 滞納しています。

（３）下記について、エクセレント企業認定申請日以前の３年間の状況についてお答えください。

　　１　長時間労働等に関する労働関係法令（※１）に違反して労働局から勧告を受けたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。
　　
　　２　男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法に違反して勧告を受けたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。
　
　　３　労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法に違反して送検されたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。


　　４　労働基準関係法令（※１）の同一条項に複数回違反したことはありましたか。
· ありません。
· ありました。

　　５　違法な長時間労働や過労死等又は裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められたことにより、経営トップが都道府県労働局長から是正指導を受け、企業名が公表されたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。

　　６　障害者雇用促進法第４７条に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。

　　７　高齢者雇用促進法第１０条第３項に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。

　　８　労働者派遣法第４９条の２第２項に基づく勧告に従わず、その旨を公表されたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。

　　９　職業安定法第５条の３第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る。）の規定に違反する行為をし、同法第４８条の３第３項の規定による公表がされたことはありましたか。
· ありません。
· ありました。

  　（※１）重大な労働関係法令とは以下の特定条項を指します。
  　　・労働基準法第４条、第５条、第15条第１項及び第３項、第24条、第32条、第34条、第35条第１項、第36条第６項（第２号及び第３号に係る部分に限る。）、第37条第１項及び第４項、第39条第１項、第２項、第５項、第７項及び第９項、第56条第１項、第61条第１項、第62条第１項及び第２項、第63条、第64条の２（第１号に係る部分に限る。）、第64条の３第１項、第65条、第66条、第67条第２項の規定並びに第141条第３項（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条（第４項を除く。）の規定により適用する場合を含む。）
  　　・最低賃金法第４条第１項の規定
